
 

―今号の目次― 

・平成 28年熊本地震における FAQ（第 1版）が示される ·······························1 

・事務連絡「雇用調整助成金を通じた雇用維持について」が発出 ·······················1 

 

 
 

平成 28年熊本地震における FAQ（第 1版）が示される 
 

平成28年熊本地震の発災により、利用者負担額の減免等の措置が各市町村等で行われて

おりますが、厚生労働省は「平成28年熊本地震におけるFAQ（第1版）」を示し、今般の発

災に伴って問い合わせが多く寄せられている内容について、取扱いを公表しました。 

その中で、私立保育所にかかる委託費については、特例として、法人運営に支障を来さ

ない範囲内で、都道府県、指定都市又は中核市に協議を行った上で支出することは差し支

えないとされています。施設型給付から義援金を支出することについては、個人給付につ

き使途制限がないことから差し支えないとされています。 

FAQ（第1版）の内容は、別添資料①をご参照ください。 

 

 

事務連絡「雇用調整助成金を通じた雇用維持について」が発出 
 

厚生労働省は、平成28年熊本地震により事業活動及び雇用への影響が生じることが懸念

されることから、事務連絡「雇用調整助成金を通じた雇用維持について」を発出し、雇用

維持を支援する雇用調整助成金の、事業縮小の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮する特例

措置、助成率の引上げ等の特例措置について、別添資料②の通り周知しています。 

特例措置の詳細については、別添資料②をご参照ください。 
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